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株式会社ギガプライズとの業務資本提携及び 

同社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

メディアエクスチェンジ株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 19年

11月 9日開催の取締役会において、株式会社ギガプライズ（コード番号 3830 名古屋証券取引所セン

トレックス市場。以下「対象者」といいます。）との間で業務および資本提携（以下「本業務資本提

携」といいます。）に関する契約書を締結し、対象者株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といい

ます。）により取得することを決議致しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

当社は、平成19年11月9日開催の取締役会において、株式会社名古屋証券取引所セントレックス

市場に上場している対象者について、当社の連結子会社とすることを目的として、対象者の平成

19年3月31現在における発行済株式総数（以下「対象者発行済株式総数」といいます。）14,025

株の52.12％に相当する対象者の発行済みの普通株式（以下「対象者株式」といいます。）7,310

株の取得を目指して本公開買付けを行うことを決議致しました。 

 

当社は、平成９年にインターネットサービスプロバイダー（ISP）に対する大容量の基幹ネット

ワークを用いたインターネット相互接続環境を提供する国内初の商用IX（インターネットエクス

チェンジ）事業者として設立され、以来、インターネット接続環境の提供に重点を置いた法人向

けインターネットサービスを展開しており、現在ではコンテンツプロバイダー（CSP）向けにイ

ンターネットへの接続性とサーバ設置環境を提供するインターネットデータセンター（iDC）サ

ービス及びISP向けに広帯域なインターネットへの接続性を提供するインターネット接続サービ

スを主たる業務として展開しております。 

一方、対象者は、ITで快適な住空間を提供することをテーマに掲げ、分譲マンション及び短期滞

在型マンション向けのマンション向けISP事業やASP（アプリケーションサービスプロバイダー）

セキュリティサービス及びASPコンシェルジェサービスなどの生活総合支援ASP事業からなる

HomeIT（住宅情報化技術）事業、並びに大手システムベンダーからエンドユーザーまでの幅広い

事業者から、業務系、制御系、モバイル系、ブログ系、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・



サービス）系など、様々なアプリケーションの開発受託を行うシステム開発事業を主たる業務と

して展開しております。 

 

IT・通信サービス業界において技術、業界標準が急速に進化し、且つ業界内外との競争環境が激

化するなか、対象者は継続的に事業成長を推進し企業価値を最大化する為に、事業シナジーが見

込まれる企業との事業提携を模索しておりました。また、当社も対象者との業務提携を検討して

まいりました。 

以上の考え方に基づき、当社及び対象者は、両社が連携し、当社の保有するインターネットバッ

クボーンやiDCなどのインフラ及びネットワーク技術力と、対象者が保有するISPインフラ及びシ

ステム開発力を相互に最大限活用していくことが、相互のシナジー効果を高め、両社の企業価値

向上に資するとの合意に達し、平成19年11月9日に下記のとおり本業務資本提携に関する契約書

を締結いたしました。 

今後、当社及び対象者は、両社の強みを活用・共有化し、シナジーを創出することが可能となる

ような協業関係を形成すべく、以下の事項について共同して検討に取り組み実現に向けて努力し

てまいります。 

業務提携の内容は、以下のとおりです。 

① 対象者のHomeIT事業におけるISPインフラの安定稼働及びサービスの利便性向上に向けた技

術・インフラ面での協力関係の構築。 

② 両社のISPインフラの統合によるコストメリットの創出。 

③ 当社の有するiDCリソースと対象者の有するITソリューションを融合したワンストップサー

ビスの提供に向けた営業面・技術面での相互協力。 

④ 当社の有する広帯域バックボーンやネットワーク構築運用能力、対象者の有するweb 製作

技術やシステム構築・運用能力など、両社の強み・リソースを最大限活用した各種サービ

スメニューの開発・販売。 

⑤ M＆Aなど今後の事業拡大に向けた諸施策の実施。 

また、対象者との提携は当社の株主にとっても株主価値の向上につながり、さらに本公開買付け

を通じて対象者を当社の連結子会社とすることで、両社の連携を強化し、この提携を迅速且つ確

実に遂行できるものと、当社は判断いたしました。 

本公開買付け後、当社は対象者へ取締役を派遣する等、経営に参加し、本業務資本提携に関する

プロジェクトチームを設置して、当社が有するiDCリソースと対象者が有するITソリューション

を融合したワンストップサービスの展開による事業拡大等、本業務資本提携のシナジーを早期に

顕在化させ、今後とも対象者と緊密かつ友好的な協力関係を構築しつつ、両社の永続的な成長を

図ってまいります。 

 

本公開買付けにあたり、当社は、対象者の大株主であり代表取締役である下津弘享氏から、本業

務資本提携の実施の一環として、同氏の保有する対象者株式の一部を応募する旨の同意を得てお

ります。 

対象者株式は、株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に上場しておりますが、本公開買

付けにおいては買付予定の株式数に上限（対象者発行済株式総数の52.12％に相当する対象者株

式7,310株）を設定すること、及び当社が対象者株式を長期的に保有することにより、本公開買



付け後も対象者株式の上場を維持する方針です。なお、届出日現在、本公開買付け後に対象者株

式を追加取得する予定はありません。 

本公開買付けについては、平成19年11月9日開催の対象者の取締役会において賛同を表明する旨

の決議がなされております。なお、かかる決議の行なわれた取締役会には、対象者の代表取締役

である下津弘享氏は、特別利害関係人として、上記決議に参加しておりません。 

 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 商 号 株式会社ギガプライズ 

② 事 業 内 容 マンション向け ISP 事業及びシステム開発事業等 

③ 設 立 年 月 日 平成 9年 2月 7日 

④ 本 店 所 在 地 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 20番 3号 

⑤ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 下 津 弘 享 

⑥ 資 本 金 190 百万円（平成 19年 3月 31日現在） 

⑦ 発行済株式総数 14,025 株（平成 19年 3月 31日現在） 
下津 弘享 60.42%

ユービーエスエージーロンドンアカウントアイ

ピービーセグリゲイテッドクライアントアカウン

ト 常任代理人 シテイバンク・エヌ・エイ東京

支店 

3.24%

松本 泰三 3.06%

株式会社バトラァーズ 2.14%

平川 寛久 1.64%

佐々木 強男 1.43%

ジャイク・インキュベーション２号投資事業有限

責任組合 無限責任組合員 日本アジア投資株式

会社 

1.43%

有限会社倭住販 1.43%

有限会社リッツコンサルティング 1.43%

 

⑧ 

 

 

大株主及び持株比率 

（平成19年3月31日現在） 

下津 基之 1.15%

⑨ 主な経営成績・財政状態 平成 18年 3月期 平成 19年 3月期 

 売上高 1,237 百万円 1,709 百万円 
 営業利益 103 百万円 216 百万円 
 経常利益 102 百万円 183 百万円 
 当期純利益 59 百万円 104 百万円 
 総資産 718 百万円 879 百万円 
 株主資本 218 百万円 514 百万円 

資 本 関 係 該当事項ありません。 

人 的 関 係 該当事項ありません。 

取 引 関 係 該当事項ありません。 
⑩ 

買 付 者 と 対 象 者 の 

関 係 等 

関 連 当 事 者 へ

の 該 当 状 況
該当事項ありません。 



（２）買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成 19年 11月 12 日（月曜日）から平成 19年 12月 11 日（火曜日）まで（21営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

金融商品取引法（以下「法」といいます。）第 27条の 10第３項の規定により，対象者から買

付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）の延長を請求する旨の記載がされた意見表

明報告書が提出された場合は，公開買付期間は 30営業日，平成 19年 12月 25 日（火曜日）ま

でとなります。 

 

（３）買付け等の価格    １株につき金 163,000 円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

当社は、本公開買付けにおける買付価格の決定に当たり、フィナンシャル・アドバイザーで

ある新光証券株式会社（以下「新光証券」といいます。）に、買付価格の決定の参考として対象

者の株式価値の算定を依頼しました。 

当社が平成 19年 11月 8日に新光証券から取得した株式価値算定書（以下「算定書」といい

ます。）によりますと、新光証券は対象者の市場株価の動向、業績の内容等を勘案した結果、市

場株価法、類似上場企業比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣ

Ｆ法」といいます。）の各手法を用いて対象者の株式価値算定を行っており、市場株価法では

140,556 円から 162,341 円、類似上場企業比較法では 163,074 円から 176,534 円、ＤＣＦ法では

138,590 円から 181,420 円のレンジが対象者の１株当たり株式価値の算定結果として示されてお

りました。 

当社は、当該算定書の内容を参考とし、更に、平成 19年 9月中旬以降、対象者に対して行っ

た事業面・会計面・法務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、過去の公開買付け事例に

おける市場株価に付与されたプレミアムの実績、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、

本公開買付け後も対象者の株式の上場を維持させる条件を付した上で本公開買付けの成立する

見通し等を勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に本公開買付けに

おける買付価格を 1株当たり 163,000 円と決定いたしました。 

なお、本公開買付けにおける買付価格は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平

成 19年 11月 8日）の株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場における終値 141,000 円

に対して 15.60%（小数点以下第 3位を四捨五入）、また同日までの過去 1ヶ月の終値の単純平均

値 148,947 円に対して 9.43％（小数点以下第 3位を四捨五入）、過去 3ヶ月の終値の単純平均値

162,341 円に対して 0.41％（小数点以下第 3位を四捨五入）のプレミアムを加えた額に相当し

ています。 

 

 

 

 

 

 



 

 

② 算定の経緯 

当社は、平成 19年 8月頃より、当社と対象者との提携の可能性について具体的な検討を開始

し、対象者と協議を重ねてまいりました。かかる協議・検討の結果、当社と対象者が連携し、

両社が各々保有するインフラと技術力等を相互に最大限活用していくことが、両社の企業価値

向上に資するという考えに至りました。 

当社は対象者との提携を検討するにあたり、新光証券をフィナンシャル・アドバイザーに任

命し、平成 19年 9月上旬、対象者の株式価値の算定を依頼しました。当社が平成 19年 11月 8

日に新光証券から取得した算定書によりますと、新光証券は対象者の市場株価の動向、業績の

内容等を勘案した結果、市場株価法、類似上場企業比較法及びＤＣＦ法を用いて対象者の株式

価値算定を行っており、市場株価法では 140,556 円から 162,341 円、類似上場企業比較法では

163,074 円から 176,534 円、ＤＣＦ法では 138,590 円から 181,420 円のレンジが対象者の１株当

たり株式価値の算定結果として示されておりました。 

当社は、当該算定書の内容を参考とし、更に、平成 19年 9月中旬以降、対象者に対して行っ

た事業面・会計面・法務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、過去の公開買付け事例に

おける市場株価に付されたプレミアムの実績、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、本

公開買付け後も対象者の株式の上場を維持させる条件を付した上で本公開買付けの成立する見

通し等を勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、平成 19年 11月 9日の当社

取締役会において、買付価格を 1株当たり 163,000 円とした本公開買付けの実施を決議し、同

時に対象者との間で本業務資本提携に関する契約書を締結いたしました。 

なお、対象者は、対象者とは独立した第三者算定機関である監査法人東海会計社より、当社

の算定書とは別個の算定書を取得し、慎重に検討した上で平成 19年 11月 9日開催の対象者の

取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の決議をしております。 

 

③  算定機関との関係 

当社又は対象者の関連当事者に該当しません。 

 

（５）買付予定の株券等の数 

株券等の種類 ①株式に換算した買付予定数
②株式に換算した 

買付予定の下限 

③株式に換算した 

買付予定の上限 

株券 7,310 株 7,310 株 7,310 株

新株予約権証券 ―株 ―株 ―株

新株予約権付社債券 ―株 ―株 ―株 
株券等信託受益証券 ―株 ―株 ―株 
株券等預託証券 ―株 ―株 ―株 

合  計 7,310 株 7,310 株 7,310 株

（注）応募株券等の数の合計が株式に換算した買付予定数（7,310 株。以下「買付予定数」といいます

。）に満たない場合、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の数の合計が買付

予定数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第 27

条の 13第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（以下

「府令」といいます。）に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその

他の決済を行います。 



 

 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
― 個

（買付け等前における株券等所有割合 

― ％）

買付け等前における特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数 
― 個

（買付け等前における株券等所有割合 

― ％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
7,310 個

（買付け等後における株券等所有割合

52.12％）

対象者の総株主の議決権の数 14,025 個  

（注１） 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は，本公開買付けにおける買付予定数（7,310株）に

係る議決権の数を記載しております。 

（注２） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の平成19年3月期（第11期）有価証券報告書（平

成19年6月29日提出）記載の総株主等の議決権の数です。 

（注３） 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

（７）買付代金   1,192 百万円 

（注）買付予定数（7,310 株）に 1株当たりの買付け等の価格を乗じた金額です。公開買付代理

人に支払う手数料、本公開買付けに関する新聞公告及び公開買付説明書その他必要書類

の印刷費等の諸費用は含まれておりません。 

 

（８）決済の方法 

①  買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

新光証券株式会社    東京都中央区八重洲二丁目４番１号 

②  決済の開始日 

平成19年12月18日(火曜日) 

（注）法第 27条の 10第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載

がされた意見表明報告書が提出された場合、決済の開始日は平成 20年 1月 7日（月曜日）

となります。 

 

③  決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国

人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送致します。買付けは、現金にて行います。

買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）

の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、応募受付けをした公開買付代理人から応募株

主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、応募受付けを

した公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。 

 

 

 

 



 

 

（９）その他買付け等の条件及び方法 

① 法第 27条の 13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

応募株券等の数の合計が，買付予定数（7,310 株）に満たない場合，応募株券等の全部の買付

けを行いません。 

応募株券等の数の合計が買付予定数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付

けは行わないものとし、法第 27条の 13第 5項及び府令第 32条に規定するあん分比例の方式に

より、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

 

あん分比例の方式による計算の結果生じる 1株未満の株数を四捨五入して計算した各応募株

主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨

五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等の中から順次、各応募株主等につき 1株（追

加して１株の買付けを行うと応募株数を超える場合は応募株数までの数）の応募株券等の買付

けを行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法によ

り買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、

当該応募株主等の中から抽選により買付けを行う株主を決定します。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる 1株未満の株数を四捨五入して計算した各応募株

主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四

捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を 1

株減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員から

この方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数

を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定し

ます。 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

令第 14条第 1項第 1号イないしリ及びヲないしソ、第 3号イないしチ並びに同条第 2項第 3

号ないし第 6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、公開買付けの撤回等を行うことが

あります。 

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただ

し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20条に規定する方法に

より公表を行い、その後直ちに公告を行います。 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 

対象者が公開買付期間中に、法第 27条の６第１項第１号の規定により令第 13条第１項に定

める行為を行った場合は、府令第 19条第１項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行

うことがあります。 

買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲

載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20条に

規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合

、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行

います。 



④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除すること

ができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の 15時までに、応募受付けをした

公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、解除書面

（公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面）を交付又は送付してください。契約の解除は、

解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがって、送付

の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の 15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除

できないことにご注意ください。なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場

合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、保管した応

募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を

日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合

は、府令第 20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等

の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条

件等により買付けを行います。 

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公

開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第 20条に規定する方法により公表します。ま

た、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に

対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止

まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書

面を応募株主等に交付する方法により訂正します。 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に令第 9条の 4及び府令第 30条

の 2に規定する方法により公表します。 

 

⑧ その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるもので

はなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電

子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。）

を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもあり

ません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに

応募することはできません。 

また、本公開買付届出書又は関連する買付書類は米国において、若しくは米国に向けて、又

は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、係る送付又は配

布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受

けできません。 

本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理



人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在

していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を

問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付した

りしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わ

ず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、

インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の

証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者とし

て行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場

合を除きます。)。 

 

（10）公開買付開始公告日   平成 19年 11月 12 日 
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 
（電子公告アドレス https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm） 

 

（11）公開買付代理人   新光証券株式会社 

東京都中央区八重洲二丁目４番１号 

 

３．その他 

（１）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

 当社及び対象者は、両社が連携し、当社の保有するインターネットバックボーンや iDC な

どのインフラ及びネットワーク技術力と、対象者が保有する ISP インフラ及びシステム開発力

を相互に最大限活用していくことが、相互のシナジー効果を高め、両社の企業価値向上に資す

るとの合意に達し、平成 19年 11月 9日に下記のとおり本業務資本提携に関する契約書を締結

いたしました。 

今後、当社及び対象者は、両社の強みを活用・共有化し、シナジーを創出することが可能と

なるような協業関係を形成すべく、以下の事項について共同して検討に取り組み実現に向けて

努力してまいります。 

業務提携の内容は、以下のとおりです。 

① 対象者の HomeIT 事業における ISP インフラの安定稼働及びサービスの利便性向上に向け

た技術・インフラ面での協力関係の構築。 

② 両社の ISP インフラの統合によるコストメリットの創出。 

③ 当社の有する iDC リソースと対象者の有する ITソリューションを融合したワンストップ

サービスの提供に向けた営業面・技術面での相互協力。 

④ 当社の有する広帯域バックボーンやネットワーク構築運用能力、対象者の有する web 製

作技術やシステム構築・運用能力など、両社の強み・リソースを最大限活用した各種

サービスメニューの開発・販売。 

⑤ M＆Aなど今後の事業拡大に向けた諸施策の実施。 

 

また、対象者との提携は当社の株主にとっても株主価値の向上につながり、さらに本公開買

付けを通じて対象者を当社の連結子会社とすることで、両社の連携を強化し、この提携を迅速

且つ確実に遂行できるものと、当社は判断いたしました。 



本公開買付け後、当社は対象者へ取締役を派遣する等、経営に参加し、本業務資本提携に関

するプロジェクトチームを設置して、当社が有する iDC リソースと対象者が有する ITソリュー

ションを融合したワンストップサービスの展開による事業拡大等、本業務資本提携のシナジー

を早期に顕在化させ、今後とも対象者と緊密かつ友好的な協力関係を構築しつつ、両社の永続

的な成長を図ってまいります。 

 

本公開買付けにあたり、当社は、対象者の大株主であり代表取締役である下津弘享氏から、

本業務資本提携の実施の一環として、同氏の保有する対象者株式の一部を応募する旨の同意を

得ております。 

 

本公開買付けについては、平成 19年 11月 9日開催の対象者の取締役会において賛同を表明

する旨の決議がなされております。なお、かかる決議の行なわれた取締役会には、対象者の代

表取締役である下津弘享氏は、特別利害関係人として、上記決議に参加しておりません。 

 

（２）投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

対象者は、平成 19年 10月 30 日に株式会社名古屋証券取引所において、「中間業績予想の修正に

関するお知らせ」を公表しております。以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜

粋したものであり、当社はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際

かかる検証を行っておりません。 

① 平成 20年３月期中間（平成 19年４月１日～平成 19年９月 30日）業績予想の修正 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 

（平成 19年 5月 15日発表） 
958 41 42   24  

今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ） 852 41  42   24  

増   減   額 （ Ｂ － Ａ ） △105 0   0    0  

増   減   率 （ ％ ） △11 ― ―  ― 

（ご参考）前期実績（平成 19年３月期） 773 64 56  32 

 

② 修正の理由 

売上高が減少した主な要因は、HomeIT 事業のネットワークの構築及び機器納入案件において

顧客側の事情により納品が下半期にずれ込んだことにあります。しかしながら売上総利益は、

原価削減効果が現れたことにより期初予想通りとなる見込みです。その結果、営業利益及び経

常利益は期初予想通りとなる見込みです。 

 

③ ご参考 

 平成 20 年３月期通期（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）の業績予想は、平成 19 年

５月 15日に公表した期初予想数値通りであり、変更はございません。 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当初業績予想（平成 20年３月） 2,184 221 221   128  

前期実績（平成 19年３月） 1,709 215  182   104   



 

４．日程 

平成 19年 11月 9 日 業務および資本提携に関する取締役会承認決議 

           業務および資本提携に関する契約書締結 

平成 19年 11月 12 日 公開買付開始公告 

           公開買付期間開始 

平成 19年 12月 11 日 公開買付期間末日 

平成 19年 12月 18 日 公開買付けの決済開始 

 

５．今後の見通し 

今回の業務および資本提携の結果、相応のシナジー効果が期待されますが、詳細につきまして

は、今後両社で設置する業務提携に関するプロジェクトチームを通じて決定し、見通しが明らか

になり次第適宜お知らせいたします。 

以 上 


	当社は、平成19年11月9日開催の取締役会において、株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に上場している対象者について、当社の連結子会社とすることを目的として、対象者の平成19年3月31現在における発行済株式総数（以下「対象者発行済株式総数」といいます。）14,025株の52.12％に相当する対象者の発行済みの普通株式（以下「対象者株式」といいます。）7,310株の取得を目指して本公開買付けを行うことを決議致しました。
	当社は、平成９年にインターネットサービスプロバイダー（ISP）に対する大容量の基幹ネットワークを用いたインターネット相互接続環境を提供する国内初の商用IX（インターネットエクスチェンジ）事業者として設立され、以来、インターネット接続環境の提供に重点を置いた法人向けインターネットサービスを展開しており、現在ではコンテンツプロバイダー（CSP）向けにインターネットへの接続性とサーバ設置環境を提供するインターネットデータセンター（iDC）サービス及びISP向けに広帯域なインターネットへの接続性を提供するインターネット接続サービスを主たる業務として展開しております。
	一方、対象者は、ITで快適な住空間を提供することをテーマに掲げ、分譲マンション及び短期滞在型マンション向けのマンション向けISP事業やASP（アプリケーションサービスプロバイダー）セキュリティサービス及びASPコンシェルジェサービスなどの生活総合支援ASP事業からなるHomeIT（住宅情報化技術）事業、並びに大手システムベンダーからエンドユーザーまでの幅広い事業者から、業務系、制御系、モバイル系、ブログ系、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）系など、様々なアプリケーションの開発受託を行うシステム開発事業を主たる業務として展開しております。
	IT・通信サービス業界において技術、業界標準が急速に進化し、且つ業界内外との競争環境が激化するなか、対象者は継続的に事業成長を推進し企業価値を最大化する為に、事業シナジーが見込まれる企業との事業提携を模索しておりました。また、当社も対象者との業務提携を検討してまいりました。
	以上の考え方に基づき、当社及び対象者は、両社が連携し、当社の保有するインターネットバックボーンやiDCなどのインフラ及びネットワーク技術力と、対象者が保有するISPインフラ及びシステム開発力を相互に最大限活用していくことが、相互のシナジー効果を高め、両社の企業価値向上に資するとの合意に達し、平成19年11月9日に下記のとおり本業務資本提携に関する契約書を締結いたしました。
	今後、当社及び対象者は、両社の強みを活用・共有化し、シナジーを創出することが可能となるような協業関係を形成すべく、以下の事項について共同して検討に取り組み実現に向けて努力してまいります。
	業務提携の内容は、以下のとおりです。
	① 対象者のHomeIT事業におけるISPインフラの安定稼働及びサービスの利便性向上に向けた技術・インフラ面での協力関係の構築。
	② 両社のISPインフラの統合によるコストメリットの創出。
	③ 当社の有するiDCリソースと対象者の有するITソリューションを融合したワンストップサービスの提供に向けた営業面・技術面での相互協力。
	④ 当社の有する広帯域バックボーンやネットワーク構築運用能力、対象者の有するweb　製作技術やシステム構築・運用能力など、両社の強み・リソースを最大限活用した各種サービスメニューの開発・販売。
	⑤ M＆Aなど今後の事業拡大に向けた諸施策の実施。
	また、対象者との提携は当社の株主にとっても株主価値の向上につながり、さらに本公開買付けを通じて対象者を当社の連結子会社とすることで、両社の連携を強化し、この提携を迅速且つ確実に遂行できるものと、当社は判断いたしました。
	本公開買付け後、当社は対象者へ取締役を派遣する等、経営に参加し、本業務資本提携に関するプロジェクトチームを設置して、当社が有するiDCリソースと対象者が有するITソリューションを融合したワンストップサービスの展開による事業拡大等、本業務資本提携のシナジーを早期に顕在化させ、今後とも対象者と緊密かつ友好的な協力関係を構築しつつ、両社の永続的な成長を図ってまいります。
	本公開買付けにあたり、当社は、対象者の大株主であり代表取締役である下津弘享氏から、本業務資本提携の実施の一環として、同氏の保有する対象者株式の一部を応募する旨の同意を得ております。
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